
市議会レポート 10月 20日 
『（仮称）子どもの貧困対策推進条例』シンポジウム開催 
 2014 年に『子どもの貧困対策法』が制定
され、対策が進むことが期待された。しかし
同法では、『行動計画』は市町村に策定義務
はなく努力規定のみである。実際、藤沢市も
行動計画を策定しておらず、施策が体系化さ
れていない。                 
 そこで民主クラブは、自治体条例を研究している弁護士チームの協力を得て「（仮）藤沢市子ども
の貧困対策推進条例」を作成し、条例により行動計画策定を市に義務付けるという提案をした。その
後 1年あまり議論を重ね、市民への報告と広聴をかねたシンポジウムを開催することとした。会場は
新庁舎の市民利用会議室を用いた。 
 当日は約 60 名の参加があった。まず竹村市議が、藤沢市における児童生徒の就学援助※の受給状
況など学校の現状を説明した。中学校では 5.5 人に一人が受給しており、全校生徒の 30％が就学援
助を受けている中学校もあるなど、我々が思う以上に困窮世帯が広がっていることが明らかにされた。 

  

 続いて、不登校・引きこもりなどの困難を抱える子どもの個別指導塾『キズキ共育塾』主宰の安田
祐輔氏の講演、市内で学習支援や「子ども食堂」を運営する『きずなレッジ』と児童養護施設『聖園
子供の家』から事例報告があり、最後に柳田が条例案の説明をおこなった。条例の骨子は 
・Plan（計画）Do（実行）Check（評価）Action（改善）＝PDCA サイクルの実現 
・子どもの貧困対策センターを設け、支援窓口を一元化すること 
である。この案をもとに、市民から頂いた意見を参考にしながら市側と中身を詰め、修正のうえ議会
で提案したいと考えている（柳田秀憲）。 
 

※就学援助：経済的な事情から公立小中学校の就学が困難な家庭に対し、学用品や給食費など費用の一部を法に

基づき市が援助する制度。対象は生活保護世帯および低所得世帯となっている。 

中学校 

年 度 認定者 認定率 生徒数全体 

2000 年度  801 人  8.2％  9,781 人 

2017 年度 1,921 人 17.9％ 10,722 人 

藤沢市の就学援助認定者数について 

小学校 

年 度 認定者 認定率 児童数全体 

2000 年度 1,773 人  8.8％ 20,198 人 

2017 年度 3,204 人 13.9％ 23,083 人 
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 （条例の説明をする柳田と講演者の皆さん） 


